
処遇改善等加算通知　→

施設型給付費等に係る処遇改善等加算について

（令和７年９月２日付けこ成保510・７文科初第1273号）

※１　令和７年度の加算認定結果に基づき評価し、その「自己評価」の結果（いる・いない）を□にチェックしてください。
※２　加算を受けていない項目は「非該当」にチェックしてください。
※３　自己評価が「いない」の場合はその事由等を記載してください。

（注）自主点検表の文中の標記については、次のとおりとします。

ふりがな
施設の名称

資料作成者
（氏名・役職）

確認監査当日の立会い
（氏名・役職）

利用
定員

施設の類型

ふりがな
施設長の氏名

令和８年度実施分特定教育・保育施設確認監査等自主点検表

（給付関係：小規模保育事業A型）

主たる事務所
の所在地

（〒 　　‐　　　　　 ）

（電話番号）

（FAX番号）

開設年月日

自主点検表作成年月日

認可
定員

（E-Mail）

特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について　

（令和７年12月24日付けこ成保689・７文科初第1908号）
留意事項通知　→
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いる いない

地域区分は、「留意事項通知」に適合しているか。 □ □

定員区分は、「留意事項通知」に適合しているか。 □ □

認定区分は、「留意事項通知」に適合しているか。 □ □

年齢区分は、「留意事項通知」に適合しているか。 □ □

利用子どもの保育必要量に応じた区分が適用されているか。
□ □

基本分単価について、額の算定、基本分単価に含まれる職員構成、連携施設経費は、
「留意事項通知」に適合しているか。 □ □

障害児保育加算、調整の適用を受ける事業所の要件、調整の適用を受ける事業所の認
定、調整額の算定について、「留意事項通知」に適合しているか。 □ □ □

７．処遇改善等加算
処遇改善等加算について、加算の要件及び加算の認定、加算額の算定は、「施設型給付
費等に係る処遇改善等加算について」に適合しているか。 □ □

非
該
当

３．認定区分

２．定員区分

４．年齢区分

６．基本分単価

８．障害児保育加算

着眼点

自己評価 着眼点に反す
る場合の事由
及び改善方
法、その他

５．保育必要量区分

１．地域区分

主眼項目
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適 不適

□ □
留意事項通知別紙６
p.83

□ □
留意事項通知別紙６
p.83

□ □
留意事項通知別紙６
p.83

□ □
留意事項通知別紙６
p.83

□ □
留意事項通知別紙６
p.83

□ □
留意事項通知別紙６
p.83　-　84

・支給状況を実績報告等に基づき給与明細書や賃
金台帳等で確認

＜令和７年度＞
・処遇改善等加算区分２
　①加算額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　②支給額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　③差額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円
　※１　支給済額：　 　　　　　　　　　　　　　　　円
　※２　支給予定額：　　　　　　　　　　　　　　　円
    　　  支払方法：　給与　・　一時金　・　手当
年　　　　月支給（予定）

・処遇改善等加算区分３
　①加算額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　②支給額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　③差額：　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　円
　※１　支給済額：　 　　　　　　　　　　　　　　　円
　※２　支給予定額：　　　　　　　　　　　　　　　円
    　　  支払方法：　給与　・　一時金　・　手当
年　　　　月支給（予定）
・人事院勧告準拠分
　①差額：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　※１　支給済額：　 　　　　　　　　　　　　　　　円
　※２　支給予定額：　　　　　　　　　　　　　　　円
    　　  支払方法：　給与　・　一時金　・　手当
年　　　　月支給（予定）

＜令和６年度＞
・処遇改善等加算Ⅰ賃金改善部分
　①差額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円
　※１　支給済額：　 　　　　　　　　　　　　　　　円
　※２　支給予定額：　　　　　　　　　　　　　　　円
    　　  支払方法：　給与　・　一時金　・　手当
年　　　　月支給（予定）
・処遇改善等加算Ⅱ
　①差額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円
　※１　支給済額：　 　　　　　　　　　　　　　　　円
　※２　支給予定額：　　　　　　　　　　　　　　　円
    　　  支払方法：　給与　・　一時金　・　手当
年　　　　月支給（予定）

・処遇改善等加算Ⅲ
　①差額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円
　※１　支給済額：　 　　　　　　　　　　　　　　　円
　※２　支給予定額：　　　　　　　　　　　　　　　円
    　　  支払方法：　給与　・　一時金　・　手当
年　　　　月支給（予定）
・人事院勧告準拠分
　①差額：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　※１　支給済額：　 　　　　　　　　　　　　　　　円
　※２　支給予定額：　　　　　　　　　　　　　　　円
    　　  支払方法：　給与　・　一時金　・　手当
年　　　　月支給（予定）

□ □ ・保育士の配置状況
留意事項通知別紙６
p.85　-　86

□
○加算申請書
○実績報告書
〇賃金明細書や賃金台帳等

留意事項通知別紙６
p.85

特記事項チェックポイント 関係資料 根拠法令

市記入欄

□
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いる いない

非
該
当

着眼点

自己評価 着眼点に反す
る場合の事由
及び改善方
法、その他

主眼項目

障害児保育加算、調整の適用を受ける事業所の要件、調整の適用を受ける事業所の認
定、調整額の算定について、「留意事項通知」に適合しているか。 □ □ □

休日保育加算について、加算の要件、加算の認定、加算額の算定、実績の報告等は、
「留意事項通知」に適合しているか。 □ □ □

夜間保育加算について、加算の要件、加算額の算定は、「留意事項通知」に適合している
か。 □ □ ■

減価償却費加算について、加算の要件、加算額の算定は、「留意事項通知」に適合してい
るか。 □ □ □

賃借料加算について、加算の要件、加算の認定、加算額の算定は、「留意事項通知」に適
合しているか。 □ □ □

連携施設を設定していない場合について、調整の適用を受ける施設もしくは事業所の要
件、調整の適用を受ける施設もしくは事業所の認定、調整額の算定は、「留意事項通知」
に適合しているか。

□ □ □

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合につい
て、調整の適用を受ける施設もしくは事業所の要件、調整の適用を受ける施設もしくは事
業所の認定、調整額の算定は、「留意事項通知」に適合しているか。

□ □ □

管理者を配置していない場合について、調整の適用を受ける施設もしくは事業所の要件、
調整の適用を受ける施設もしくは事業所の認定、調整額の算定は、「留意事項通知」に適
合しているか。

□ □ □

土曜日に閉所する場合について、調整の適用を受ける施設もしくは事業所の要件、調整
の適用を受ける施設もしくは事業所の認定、調整額の算定は、「留意事項通知」に適合し
ているか。

□ □ □

定員を恒常的に超過する場合について、調整の適用を受ける施設もしくは事業所の要
件、調整の適用を受ける施設もしくは事業所の認定、適用される基本部分及び加減調整
部分の額の調整の方法は、「留意事項通知」に適合しているか。

□ □ □

冷暖房費加算について、加算の要件、加算額の算定は、「留意事項通知」に適合している
か。 □ □ □

除雪費加算について、加算の要件、加算額の算定は、「留意事項通知」に適合している
か。 □ □ ■

降灰除去費加算について、加算の要件、加算額の算定は、「留意事項通知」に適合してい
るか。 □ □ □

施設機能強化推進費加算について、加算の要件、加算の認定、加算額の算定、実績の
報告等は、「留意事項通知」に適合しているか。 □ □ □

栄養管理加算について、加算の要件、加算の認定、加算額の算定は、「留意事項通知」に
適合しているか。 □ □ □

第三者評価受審加算について、加算の要件、加算の認定、加算額の算定は、「留意事項
通知」に適合しているか。 □ □ □

運営継続支援臨時加算について、加算の要件、加算の認定、加算額の算定は、「留意事
項通知」に適合しているか。 □ □ □

２４．第三者評価受審加算

９．1歳児配置改善加算

１５．食事の提供について
自園調理又は連携施設等
からの搬入以外の方法に
よる場合

１３．賃借料加算

１０．休日保育加算

１９．冷暖房費加算

１６．管理者を配置してい
ない場合

１１．夜間保育加算

１４．連携施設を設定して
いない場合

１８．定員を恒常的に超過
する場合

２５．運営継続支援臨時加
算

１７．土曜日に閉所する場
合

２２．施設機能強化推進費
加算

２３．栄養管理加算

２０．除雪費加算

１２．減価償却費加

２１．降灰除去費加算
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適 不適
特記事項チェックポイント 関係資料 根拠法令

市記入欄

□ □ ・保育士の配置状況
留意事項通知別紙６
p.86　-　87

□ □ ・保育士の配置状況
○加算申請
○休日保育実施の分かる記録
○実績報告

留意事項通知別紙６
p.87　-　88

□ □ ※鹿児島市は非該当
留意事項通知別紙６
p.88　-　89

□ □
○加算申請
〇挙証書類

留意事項通知別紙６
p.89　-　90

□ □
○加算申請
〇挙証書類

留意事項通知別紙６
p.90

□ □ ・連携施設の有無 〇協定書
留意事項通知別紙６
p.90　-　91

□ □ ・食事の提供状況 〇認可申請書における添付書類
留意事項通知別紙６
p.91

□ □
留意事項通知別紙６
p.91

□ □
留意事項通知別紙６
p.91　-　92

□ □
留意事項通知別紙６
p.92　-　93

□ □
留意事項通知別紙６
p.93

□ □ ※鹿児島市は非該当
留意事項通知別紙６
p.93

□ □
※吉田、松元、郡山、喜入地域は非該当
この地域以外は全て該当

留意事項通知別紙６
p.93

□ □

・購入品の使用及び保管の状況
※防災教育以外のもので、常時使用している場合
は要確認
・複数事業の実施状況

○加算申請
〇挙証書類
○実績報告書

留意事項通知別紙６
p.94　-　95

□ □
○加算申請書
〇挙証書類（栄養士免許証、雇用
契約書、契約書等）

留意事項通知別紙６
p.95

□ □
・契約書等の有無
・評価受審などの実施状況

○加算申請書
〇挙証書類（契約書等、評価項目
及び公表の状況の確認できる書
類）

留意事項通知別紙６
p.95　-　96

□ □
留意事項通知別紙６
p.96
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